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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年５月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年１０月２２日 １３時３０分ごろ 

発生場所 北海道古平
ふるびら

町古平漁港北東方沖 

古平港東防波堤灯台から真方位０３１°２.０海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯４３°１８.０′ 東経１４０°４０.０′） 

事故の概要 漁船第八朝
あさ

吉
よし

丸は、北西進中、また、漁船泰
たい

洋
よう

丸は、南西進中、両

船が衝突した。 

泰洋丸は、船長が負傷し、左舷船首部外板に破口等を生じ、また、

第八朝吉丸は、船首部に凹損等を生じた。 

事故調査の経過 平成２８年７月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

Ａ 漁船 第八朝吉丸、１８トン 

ＮＳ２－１０２５９（漁船登録番号）、個人所有 

１６.６５ｍ（Lr）×４.２３ｍ×１.８３ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、５４０kＷ（動力漁船登録票による）、昭和６１

年１１月 

第２００－２８０９８号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 泰洋丸、９.９トン 

ＨＫ２－１９４０７（漁船登録番号）、個人所有 

１４.０６ｍ（Lr）×３.２０ｍ×０.９８ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４２７kＷ、昭和５４年１２月２５日 

第２００－２８９６４号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５５歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５５年１１月１４日 

免許証交付日 平成２５年１月１３日 

（平成３０年１月１３日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４８歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成３年１１月８日 

免許証交付日 平成２７年１１月１０日 
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（平成３３年１１月７日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部に凹損等 

Ｂ 左舷船首部外板に破口を伴う凹損等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北西、風力 ４ 

海象：波高 約１.２ｍ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、平成２７年１０月２２日１２

時４０分ごろ、いか一本釣り漁の目的で北海道積丹
しゃこたん

岬北西方沖の漁

場に向けて北海道余
よ

市
いち

町余市港を出航した。 

Ａ船は、船長Ａが操舵室ほぼ中央の椅子に腰を掛け、余市港の港口

を通過した後自動操舵とし、同港北方の余市町シリバ岬北方沖で左転

し、約８.５ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で北西進し

た。 

船長Ａは、針路を定めたとき、椅子の上に立ち上がり、操舵室の上

方に設けられた小部屋の窓から周囲を見渡したところ、右舷後方の２

隻の僚船以外に他船を見掛けなかったので、航行の支障となる他船は

いないものと思い、椅子に腰を掛けた状態で、左舷側に設置したレー

ダーに視線を向け、レーダー画面による見張りを行いながら航行を続

けた。 

船長Ａは、１３時３０分ごろ、流木に衝突したような軽い衝撃を感

じて視線を前方に向けたところ、船首部にＢ船を認め、Ａ船とＢ船と

が衝突したことを知った。 

船長Ａは、直ちに機関を中立運転として船首部に移動し、両船の損

傷状況を確認した後、船長Ｂの求めに応じ、Ｂ船に続いて古平漁港に

入港した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、１３時００分ごろ古平漁港北

東方５Ｍ付近の漁場でほっけ
．．．

刺し網漁の操業を終え、同漁港に向けて

帰航を開始した。 

船長Ｂは、操舵室で立った姿勢で操船に当たり、約９.５knの速力

で自動操舵により南西進し、３Ｍレンジとしたレーダーで左舷船首方

に２隻の映像を認めたので、視線を船外に向けたところ、左舷船首方

から接近するＡ船を先頭とする３隻の漁船を視認した。 

船長Ｂは、Ａ船を含む漁船群がＢ船を避航するものと思い、携帯電

話を使って翌日以降の気象情報の入手を始めた。 

Ｂ船は、船長Ｂが携帯電話の操作中、左舷船首方から接近する漁船

群を思い出して顔を上げたところ、船首至近にＡ船を認め、直ちにリ

モコンによる手動操舵に切り替えて右舵一杯としたものの、その左舷

船首部とＡ船の船首部とが衝突した。 

船長Ｂは、衝突の衝撃で肘等を打撲したものの、特に治療は受けな
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かった。 

Ｂ船は、自力で古平漁港に戻り、着岸後、排水作業を実施し、上架

されて修理された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 Ａ船は、船長Ａが、椅子に腰を掛けた状態で視線を前方に向けた

際、操舵室前面の窓から海面を見通すことはできない状況であった。 

船長Ａは、余市港を出航する際、同港を基地とするほっけ
．．．

刺し網漁

船が出漁していなかったので、シリバ岬から積丹岬までの地元の小型

漁船も出漁していないと思っていた。 

船長Ａは、ふだん、シリバ岬沖から積丹岬沖までの間を航行する

際、約１５分ごとに操舵室の上方に設けられた小部屋の窓から目視で

見張りを行っていたが、本事故時、シリバ岬沖で周囲を見渡した際、

波高が約１.２ｍであり、僚船以外に他船を見掛けなかったので、遊

漁船等の小型船は出航していないものと思っていた。 

船長Ａは、本事故時、左舷側のレーダー画面を集中して見ていた

が、同画面には後続の僚船の映像は映っていたものの、前方に他船の

映像がないと思っていた。 

船長Ａは、レーダーの海面反射除去機能のつまみを全開の１／３以

下として見張りを行っていた。 

船長Ａは、本事故後、２隻の僚船に尋ねたところ、どちらの船長か

らも、レーダー画面にはＢ船は映っておらず、Ｂ船に気付かなかった

旨回答された。 

Ｂ船は、操舵室が船首付近に配置された船型であった。 

船長Ｂは、所属する漁業協同組合ではほっけ
．．．

刺し網漁の部会長で、

翌日の出漁の可否を判断する役割を担っていたので、今後の気象状況

が気になり、左舷船首方にＡ船を視認した後は、携帯電話を操作して

気象情報を入手していた。 

船長Ｂは、ふだん、左方から接近する他船が避航しない場合、自ら

避航動作をとっていた。 

Ａ船及びＢ船の乗組員は、共に救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ船は、古平漁港北東方沖を北西進中、船長Ａが、レーダー画面で

前方に他船の映像がないと思い、見張りを適切に行っていなかったこ

とから、右舷船首方から接近するＢ船に気付かずに航行を続け、Ｂ船

と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、レーダーの海面反射除去等の機能を落として使用し、Ｂ

船のレーダー映像が海面反射と混在して見えにくくなっていたことか
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ら、前方に他船の映像がないと思った可能性があると考えられるが、

その状況を明らかにすることはできなかった。 

Ｂ船は、古平漁港北東方沖を南西進中、船長Ｂが、左舷船首方から

接近するＡ船を認めた際、Ａ船がＢ船を避航するものと思い、見張り

を適切に行っていなかったことから、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 

船長Ｂは、Ａ船とＢ船とが横切り関係にあることから、Ａ船がＢ船

を避航するものと思ったものと考えられる。 

原因 本事故は、古平漁港北東方沖において、Ａ船が北西進中、Ｂ船が南

西進中、船長Ａが、レーダー画面で前方に他船の映像がないと思い、

見張りを適切に行っておらず、また、船長Ｂが、左舷船首方から接近

するＡ船を認めた際、Ａ船がＢ船を避航するものと思い、見張りを適

切に行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常時適切な見張りを行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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